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型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。）、指定看護

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第百

七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。

第七十九号ロにおいて同じ。）、指定介護予防通所リハビリ

テーション（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省

令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という

。）第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンをいう。以下同じ。）、指定介護予防認知症対応型通所

介護（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サ

ービス基準」という。）第四条に規定する指定介護予防認知

症対応型通所介護をいう。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条

に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）

、法第百十五の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所

事業その他社会参加に資する取組（以下「指定通所介護等」

という。）を実施した者の占める割合が、百分の五を超えて

いること。

⑵ （略）

ロ （略）

ハ （略） ハ （略）

５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

(Ⅰ) (Ⅰ)⑴ 居宅療養管理指導費 ⑴ 居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

483単位 452単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位 （新設）

(Ⅱ) (Ⅱ)⑵ 居宅療養管理指導費 ⑵ 居宅療養管理指導費

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 294単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

284単位 262単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第１項に規 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の医 （指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養

師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医 管理指導事業所をいう。以下同じ。）の医師が同一日に訪問診

学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画 療、往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第

の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限 84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）を

る。以下同じ。）並びに利用者又はその家族等に対する居宅サ 行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住

ービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及 者」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して

び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住す 、⑴㈡及び⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限

る建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業 る。）であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養

所の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指 管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計

導（指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理 画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対す

指導をいう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数 る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意

に従い、所定単位数を１月に２回を限度として、所定単位数を を得て行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者又はその家

算定する。 族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法

等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度

として算定する。

２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については ２ ⑴ついては⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については診

医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一

医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用 医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）

者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づ の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算

き、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要 定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して
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な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。 行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員

に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った

場合に、所定単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特

別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の

100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位

数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶まで

の注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びにホ⑴か

ら⑶までの注３に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当

たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所

であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一

月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事

業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月

当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業

所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、

一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導

事業所であること。
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ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては

、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指

導事業所であること。

５ 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が （新設）

定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施

地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常の事

業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問し 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同

て行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援 一日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該

専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並 利用者（以下この注において「同一建物居住者」という。）を除

びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上 く。）であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の

での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合 利用者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに

に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建築物に居住する 対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利

者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同 用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に

一月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているも 基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必

のをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単 要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービス

位数を算定する。 を利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を

行った場合に、１月に２回を限度として算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は

、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位

数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
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３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回に

つき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に

加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位

数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶まで

の注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びにホ⑴か

ら⑶までの注３に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当

たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所

であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一

月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事

業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月

当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業

所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、

一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導

事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては

、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指

導事業所であること。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大 （新設）

臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常
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の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導

を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 558単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

414単位 387単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位 （新設）

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

376単位 352単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当 の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用 用者（以下この注１において「同一建物居住者」という。）を

者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対す 除く。）であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡に

る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に ついては在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通

、単一建物居住者（当該利用者が居住する建築物に居住する者 院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の

のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月 薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては

に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に 、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬

従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と 学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあって 管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の

は、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問 策定等に必要な情報提供を行った場合に、１月に２回（薬局の

し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、 薬剤師にあっては、４回）を限度として算定する。ただし、薬

１月に８回を限度として、所定単位数を算定する。 局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して

、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

１週に２回、かつ、１月に８回を限度として算定する。
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２ （略） ２ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、

特別地域居宅療養管理指導として、１回につき所定単位数の10

0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回につ

き所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加

算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位

数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶まで

の注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びにホ⑴か

ら⑶までの注３に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当

たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所

であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一

月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事

業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月

当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業

所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、

一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導

事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては

、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指
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導事業所であること。

５ 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣 （新設）

が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実

施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常の

事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導を

行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する

単位数を所定単位数に加算する。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 537単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が

業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供 の注において「同一建物居住者」という。）を除く。）であって

及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用 通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者

者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管 （同一建物居住者に限る。）であって通院又は通所が困難なもの

理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導 に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療

を行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度 養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行って

として、所定単位数を算定する。 いる医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る

情報提供及び指導又は助言を行った場合に、１月に２回を限度と

して算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合

は、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単

位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業
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所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回

につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数

に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位

数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶まで

の注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びにホ⑴か

ら⑶までの注３に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当

たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所

であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一

月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事

業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月

当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業

所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、

一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導

事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては

、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指

導事業所であること。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働 （新設）

大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通

常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指

導を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当
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する単位数を所定単位数に加算する。

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 355単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 323単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が

業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

」という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯 の注において「同一建物居住者」という。）を除く。）であって

科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行っ 通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者

た場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建築物に居 （同一建物居住者に限る。）であって通院又は通所が困難なもの

住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生 に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療

士等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをい 養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利

う。）の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を 用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当

算定する。 該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、１月に４回を限度

として算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場

合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定

単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する

。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１

回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位

数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位
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数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶まで

の注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びにホ⑴か

ら⑶までの注３に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当

たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所

であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一

月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事

業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月

当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業

所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、

一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導

事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては

、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指

導事業所であること。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する

通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理

指導を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

ヘ （略） ヘ （略）

６ 通所介護費 ６ 通所介護費

イ 通常規模型通所介護費 イ 通常規模型通所介護費

⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 362単位 ㈠ 要介護１ 380単位
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